
平成 26年 1l月 28日

訟務担当者ブロック研修

趣旨・目的

労災訴訟の的確な追行のため、主要な判決の勝訴・敗訴要閣の分析、新件協議

における留意点及び訴訟対応上の留意点等を解説するとともに、各局聞の情報交

換を行う。

1 最近の判決の動向

}jlj紙「労災行政事件訴訟の推移」を参照

ドド成 26年度の勝訴事件］

高裁で逆転勝訴したもの 1件（時効）

制度に影響するもの 1件（こまま就労者の給イ寸法礎日綴）

［平成 2.6年度の敗訴事件J
脳心 3件、消やjl5件、石締 1件、高次II泌機能障害 1件

精神事案については、個別の心理的負荷の評価が留の主張と異なったもの

が多い。

/j凶心事案については、「具常な出来事j に該当する出来事があったと評価

される一方、私的リスクファクターがほとんどみられないもの（ 2件）、時

間外労働時間jの認定が国の主媛と異なったもの（ 1件）である。

2 勝訴・敗訴要因の分析

(I) 精神陣容

ア 「上司からの叱資J、「し、じめ、嫌がらせJ

(7) 勝訴

資料 1のNo.2、No.3を参照

噌
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（イ） 敗訴

資料 lのNo.9、No.l 1を参照

イ 精神障害の発病後の悪化の業務起因性

資料1のNo.5、No.6を参照

［参考］

「精神隊害の労災認定の基準に関する専門検討会報告審J（平成 23年 1

1月8目。以下「平成 23年検討会報告番」としづ。） p 5～6 

「既に発病してし、る疾病の悪化の業務起因性

一般に、既に精神障害を発病して治療が必要な状態にある者（したがって、

過去に精神障答を発病したが既に治ゆしている者とは異なる）は、病的状態

lこ旭国した思考から自賛的・自罰的になり、ささいな心理的負荷に過大に反

F忘するので・あり、悪化の原因は必ずしも大きな心理的負荷によるものとは限

らない。（略）このような精神障害の特性を考慮すると、悪化の前に強い心

理的負待となる業務による出来事が認められたことをもって、直ちにそれが

精神障害の悪化の原因であるとまで判断することは現時点では医学上困難で

あり、したがって、業務起悶性を認めることも悶難といわざるを得ない。

本検討会では、これらの事情も勘案し、既に精神障害を発病している労働

者本人の要因が業務起因性の判断に影響することが非常に少ない短めて強い

心思的負荷があるケース、具体的には「特別な出来事Jに該当する出来事が

あり、その後おおむね6か月以内に精神障害が自然経過を超えて著しく悪化

したと医学的｝こ認められる場合については、その心理的負荷が悪化の原図で

あると推認、して、業務起因性を認めるのが適当との結論に至った。」

｛訴訟上の留意点］
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(2) 脳・心臓疾患、

ア 私的リスクファクター

(7) 勝訴

資料 1のNo.l 9を参照

（イ） 敗訴

資料 lのNo.2 1を参照

イ 最近の裁判例

(7) 東京高裁平成．年島園日判決（国敗訴）確定

｛事件概要｝

［判決要旨｝
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（イ） 静岡地裁平成．年．月．日半I）決（国敗訴）確定

［事件概要l

｛判決姿旨］

山 4ー



（ウ） 大阪地裁平成．年圃月園日判決（悶勝訴）原告惚訴

［事件概婆］

｛判決要旨］
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(3) その他

二重就労者の給付基礎日額を争う事案

大阪地裁平成．ノ唱E・日判決（国勝訴）原告控訴

［事件の概要］

｛判決要旨］
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3 新件協議における留意点

(l) 新件協議で把燦した原処分の関越点

ア iii司王まが不足しているもの

(7) 精神障害事案で、具体的な出来事の悠棟、時期が明らかでない事案

（イ） 上紋障害事案で、言葉務恩ーを明らかにしないまま、医師の意見守与を徴し、

当主主意見識のみを根拠として業務起因性を若手定している事案

（ウ） 化学物質による中相互神経障害を訴える事案で、化学物質へのばく総状況

（ばく隊作業の内容、頗j尖等）が明らかでない草案

イ 判断手法に綴りがあるもの

精神障害事案で、発病後の出来事を考慮して、心理的負荷の強度を評価し

ている事案

(2) 新規提訴時における留意点

判断基準（奇想定基準等）に沿って主張するに当たり、不足する事実関係や判

断の誤り等がなし、か十分に精査の上、応訴方針を検討する。
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4 訴訟を意識した原処分時の対応

資料2を参照

5 訴訟対応よの留意事項（まとめ）

(1) 新i規提訴時において、関係資料を十分精査した上、応訴方針を検討する。

(2) 応訴方針の検討に当たっては、原処分の判断に誤り等がある場合には、これ

を是正して主張することも念頭に置いて、提訴後早期に十分な検討を行う必要

がある。

(3) 原処分の事実認定が不十分な場合には、提訴後早期に会社関係者からの聴取

等により補充する。

(4) 脳・心臓疾患事案については、業務の過重性が認められないという主張と併

せて、私的リスクファクターについても、専門医と相談の上、医学意見書に基

づき十分に主張する。

0
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労 災行政事件訴訟の推移
〈別陳i)

司同I 主主 富士 旦 ｜ 

提訴件数 係争件数



暁

宜

酢

剥

十

単

一

月

害

裁

一

・

草
存
一
・
一
年
裁

抑
制
問
一
日
一
・
・
高
定

許

l
一
決
一
成
京
確

事
）
一
判
一
平
東
（

－

m
一
1

2 I平成田年．月園田

岐阜地裁

平成酔圃月園田

名古屋高裁

上告審係属中

3 I平成・』・月．日

大阪地裁

平成田年．月園日

大阪高裁

上告審係属中

4 I平成圃年・月園日

東京地裁

平成圃年圃月・日

東京高裁

平成圃酔周月．日

最高裁（確定）

5 I平成田年．月．臼

大阪地裁

控訴審係属中

6 I平成．年．月．日

最高裁（確定）

訟務担当者ブロック研修主要判決目次
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精神障害発病後の悪
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所一．L一
四
悶

al平成圃年掴月園田

東京地裁

91平成．年．月．日

新潟地裁

101平成・幹園月園日

大阪高裁

11 I平成．年圃月回目

鳥取地裁

121平成．年圃月園田

福井地裁

131平成掴年圃月．日

大阪高裁

14 I平成圃k・月．臼
京都地裁

2 

キーワード

出来事後の恒常的な

長時間労働

漏水調査・補修工事の

過重性

拘束時間

出来事が繰り返され

る場合の心理的負荷

の評価期間

ノルマ未逮成
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りによる心理的負荷

左示指の一部切断、

適応障害



151平成圃年．月．白

東京高裁

（逆転敗訴）

労災請求の約12年前に

発病した精紳障害

2 脳・心臓疾患事案判決
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( 2）敗訴

N日辰五7裁判所

21 I平成・4・月．臼

凍京地裁

キーワード

社員旅行の業務遂行

性

発症前6か月より前

の過重性の評価

警積された疲労の解

消

逆転勝訴

発症前6か月より前

の長時間労働

疲労の回復

多数回の出張

リスクファクター

キーワード

時間外労働時間数

80時間以内

精神的緊張
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22 ［平成．年園月．日 1 1心房細勤

｜東京地裁 I ｜上腸間膜動脈閉塞

不整脈による血栓

の形成

3 石綿関連疾患事案判決

( 1 ) 勝訴

NO 判決臼・裁判所 キーワード

23平l咽年町田日 石綿びまんf生胸膜肥

l千葉地裁 厚による締機能障害

（縫定） %柿活量の値と動脈

血酵素分圧の値との

不整合

24 I平成』聞日！ 「醐
宮崎地裁 顕微鏡的多発血管

平成置咽月園田 炎

福岡高裁宮崎支部

25 I平成圃唱月園田｜ ｜石綿肺

大分地裁 ｜ ｜間質性肺炎
控訴審係属中

26 I平成．年国月園田 石糊市がん

神戸地裁 胸膜ブラーク

控訴審係慮中
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．月昏 ブレーキライニン

グ交換作業

石綿肺

石綿肺がん

クリソタイルの長

期ばく露

30 I平4年圃司t
東京高裁

4 高次脳機能障害（T BI、MTB  I）事案判決（勝訴）

32 I平成．咽月．日

東京高裁

上告審係慮中

ド
一
害

二

楠

山

i
J
－
ム
目

二

機

I

キ
一
脳

B

一
決

T

｛品

M

NO I判決臼・裁判所

31 I平成圃年園月園田
東京高裁

平成圃年．月．日
最高裁（確定）

高次脳機能障害

MTBI 

33 I平成．年圃月．日
東京高裁

（確定）

5 脳脊髄j夜漏出症事案判決

( 1 ）勝訴

NO 判決臼・裁判所

34平成圃咽唱日

広島高裁岡山支部

（確定）

キーワード

脳脊髄液減少症
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( 2）敗訴

NO弔房王裁判所

35／平成田司・月E日

和歌山地裁

控訴審係属中

6 受動喫煙・化学物質過敏症事案判決（勝訴）
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四

NO I判決日・裁判所

36／平j掴唱咽臼
東京地裁

（確定）

371平成圃年圃月．日
東京地裁

（確定）

381ギj咽司書日
大阪高裁

（確定）

7 上肢障害判決

所
一
園
－

R
一
制
一
普
裁
）

綜
一
白
面
・
地
定

』
決
一
周
京
確

）
一
判
一
平
案
（

判決の概要

判決の概要
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( 2）敗訴

NO 判決日・裁判所 キーワード

40平寸E年．月酢 上肢障害（頚維症性

東京地裁

鉄製ヱ具の形状と

作業態様による負

荷

41 I平J週 咽唱日

東京地裁

上波等への負担

圃圃圃圃圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 圃 ［

421平咽咽唱日

子葉地裁 ｜リハビリの効果

8 腰痛判決（勝訴）

NO I判決日・裁判所

43 I平晴圃唱・月．日

大阪高裁

上告審係属中
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9 振動障害判決（敗訴）

NO I判決β・裁判所

441平成園唱月園日

高知地裁 異
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10 労働者性事案判決

( 1 ）勝訴

Nol*函百7裁判所

451平成酢酔・
日

毎岡高裁（確定）

附
一
喧
一

毅
一
．

訴
一
ト
一
軒
ー
閣

敗
一
則
一
喝
剛

幻
一
判
一
平
福

判決の概要

11 認定基準によらない疾病（長時間労働等）事案判決（勝訴）

キーワード

労働者性

圃圃 園
業務執行権

キーワード

本社課長の管理監

督者性

最高裁（確定）

481平司島・月園日
東京高裁

平.園月圃臼
最高裁（確定）

491平場咽唱日
大阪地裁

控訴審係属中

50＼平成圃年圃月圃白
大阪地裁

控訴審係属中

判決の概要

8 

キーワード

著しい長時間労働

慢性骨髄性白血病

高度の蓋然性の証

明

原発性肝がん

海外出張

化学物質（ジアニシ

ジシ等）

口腔がん

糖尿病

長時間労働



12 二重就労事案判決（勝訴）

NO I判決日’裁判所

51 j平成・咽咽日
東京高裁

平場咽咽日
最高裁（確定）

521平成圃咽月．日
東京高裁

礎

E
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H
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ヰ
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ワ
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（
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二

労

金

の

キ

一
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）

霊

均

額

二

平

日

二重雇用

労働時間の合算

13 その他

宮．

．－ 

キーワード

じん肺症と急性心筋

梗塞

治療機会の喪失

NO I判決日・裁判所

53 I平堀唱月酢
東京地裁

上告審係属中
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【平成 24年度勝訴判決］

東京高裁判決国勝訴（二審議定）

2 判決要旨

( 1 ）一審判決（さいたま地方裁判所：平成．年．月園臼（国勝訴））
ア精神障害の発病時期

( 2）控訴審（東京高等裁判所：平成田園調月園日〔国勝訴））

ア 認定基準の合理性（認定基準発出の経緯、認定基準の内容に照らせば合理性が認め
られると判示）

イ 認定基準に基づく検討（新設の80時間超えの時間外労働を出来事として評価しても
心理的負荷の強度は「中Jにとどまる）

No. 1 



【平成 24年度勝訴判決］

ウ 認定基準に基づ，く業務起因性の判断

1 I認定基準での主張

21療養経過



［平成24年度勝訴判決】

キーヲード： j発病前6か月より前からの長時開労働、上司の叱責（仕事上のミス
に対する指導｝

1 

2 !flj決要旨｛国勝訴）

( 1 ) （判断枠組み〉

. ( 2) （出来事の評価対象期間｝

No. 2 



ll時間外労働
時間数の算

定

21出来事の評
価期間

31上司の叱責
（仕事上の
ミスに対す
る指導）。

［平成24年度勝訴判決】

f、、l



上司によるいじめ・嫌がらせ l

2 判決要旨4国勝訴）

(1) ＜判断枠組み〉

; 

［平成24年度勝訴辛Jj決］

No. 3 



3 勝訴要因

・ 11上司によるいじめ・

嫌がらせの事実

〔平成 24年度勝訴判決］

( ) 

.( i 



【平成 24年度勝訴判決］

iキーワード：・ーからの暴行によるf>T. s D、発病後の私的続行. I 

2 判決要旨
(1) ＜判断枠経み〉

． 

No. 4 



【平成 24年度勝訴判決］

f也、）

の勢行h
w
 

一位口一原

因
一
一
明

理
一
軒
張

指
一
一
療
主

ー占

q
u
 

21認定基準での’主張



2判決要旨（国勝訴）

(1) ＜判断枠組み〉

［平成25年度勝訴判決】

No. 5 



3 勝訴要因－

E云勤務状
況及び精神障
害発病後の労
働時間増加の
原因

21精神障害発病
後の察、化の業
務起因性

［平成25年度勝訴判決］



0 〔精神1〕

lキーワード．精神障害の発病後の悪化

2 判決要旨

( 1 ）一審判決（国勝訴）

ア〈判断枠組み〉

最高裁決定

東京高裁判決

東京地裁判決

【平成 25年度勝訴判決］

No. 5 



【平成 25年度勝訴判決】

( 2）控訴審判決（国勝訴）

ア〈発病時期、精神障害発病の業務起因性〉

イ〈精神障害の悪化の業務起因性〉

3 発病後の慈化に係る訴訟上の関意事項



， 

［平成24年度敗訴判決1

0〔精神1〕 平成．咽月園日大阪高裁判決国敗訴に審議定）

（平成．． 年・B圃・日神戸地裁判決国勝訴原告控訴）

2 一審判決要旨（国勝訴）（平成．．年..fl・園田）
(1) ＜判断枠組み〉

(2) ＜業務によ~·心理的負荷〉

、

．、

No. 7 



［平成24年度敗訴判決］

3控訴審判決要旨（国逆転敗訴）（平喝・唱月園田）

(1) （判断枠組み〉

4 

出来事後の恒常的な

11長時間労働

勤務時間中の空き時

21間の立罰E

留
民主マ

Q
↓

J
 

お↓
審
琵

｛
訴
立

』
控
’

品、
./ I 

. .I 、



d

’
 rー、

（
 

【平成24年度敗訴判決］

。 圃圃年園月．． Ill~晶ii!I匝・圃・E盟関 1：・・~証量動濯副院沼田E監~~事司臨置率議長霊場ーーーーーーーーーー

iキーワード・：拘束時間、極度の長扉扇吾扇

1 事件の概要

2 判決要旨（国敗訴）

( 1 ) ＜判断枠組み〉

No. 8 



【平成 24年度敗訴判決】

3 毘の主張と半Jj決の主な相違点

11労働時間の

事実認定

21精神障害の

1発病

4 敗訴要因

11労働待聞の

事実認定

21故意による

自殺

国主張

敗訴した要因として考えられる事項

' ' 



(( 

［平成24年度敗訴事j決】

キーワード：出来事が繰り返される場合の心理的負荷の評価期間、ノルマ未達成、
、叱責の繰り返し

1 事件の概要

2 判決要旨（国敗訴〉

(1) ＜判断枠組み町

( 2) ＜堂業所長の指導や叱責〉

( 3) （国側の聴取書の信用性〉

( ~） （全体としての評価〉

No. 9 



［平成24年度敗訴事j決］

( 6 ）－（心理的負荷の評価期間〉

主l
 

刷
出国

11指導や叱糞

21ノルす

4 敗訴の要因分析

工十指導や叱責

の態様

．敗訴した要因とじだ考えられる事項

d，、、

’ ｛’  

.f ・, 

' ＇・、 2



[:¥fl.成 24年度敗訴判決1

0〔精神4〕 平成田唱唱回大阪高裁判決図敗訴に融定）

（平成田空圃月園日大阪地裁判決国勝訴

｜ 時嗣ー－「
Iキーワード：退職の強要による心理的負荷

( 2 一審判決要旨（国勝訴）（平成田年薗月園日）
(1) （業務起因性の判断枠組み〉

(2) （精神障害の発旋〉

(4) ＜個体但Jjの脆弱性〉

No. 10 



(5) （業務起因性〉

3 控訴審判決姿旨（国逆転敗訴）（平成圃唱唱日）

.(1) ＜業務起関殺の判断枠組み〉

(2) ＜精神障害の発症〉．

(3) ＜業務による心理的負荷〉

（め〈個体側要因〉

4 控訴審における敗訴婆厨

［平成 24年凌敗訴判決］

敗訴した要因として考えられる事項

！退職の強要の具体的

11内容

lj,-; 



0 C精神5〕平成．．年．月園日

2 判決要旨（国敗訴）

( 1 ) （判断枠組〉

(2) ＜康苦手の疾病〉

｛平成，24年度敗訴判決1
国敗訴（一審議定）・

No. 11 



不告知教唆

ー叱 責・

五圧分 離

4 敗訴の要因分析

上司の厳しい叱資を肯定

する複数証言

， 

イ＼

敗訴した重要因として考えられる事項



【平成25年度敗訴判決】

キーワード：労働災害による入院生活、悲痛性障害

2 判決要旨（国敗訴）

( ( 1 ) （精神障害の発病の有無〉

( 2) （本件崩落事故と精神障害発病との相当因果関係の有無〉

張主国

占山一違一相一な一主一の「決一日目
取
す
一

シ」一張一主一の一国
寸

門

J
「

1 I精神障害の
発病の有無

No. 12 



21；本件崩落事

故と精神障
害発病との
相当因果関
係の有無

4 敗訴要因

機
主

時

た
の
れ

告
遅

原

に

張

τム

21専門医を在
人尋問に立
てなかった

こと

［平成25年度敗訴判決】

f) 

敗訴した要因として考えられる事項



’ . - . ・--~ .一一 ー・・・－ーーー－一司ー ーーー－・ . ・-・ -
一 一一一一‘由民…－一－－・－

［平成 2 6年度敗訴判決J. 

0 〔精神O〕平成圃年圃月園田大阪高裁判決国一部敗訴（二審確定）

（平成圃・年．月圃．日 大阪地裁判決国勝子院比一

iキーワード．帰宅途中のひったくりによる心現的負荷

2 一審判決要旨（国勝訴）（平成田年圃月園田）
(1) （通勤起因性の判断枠組み〉

(5) ＜結論〉

No. 13 



［平成 26年度敗訴判決］

3 控訴審判決要旨（国逆転一部敗訴）（平成田年圃月園田〕

(1) ＜通勤起因性の判断枠組み〉

(2) ＜提訴人の症状〉

(3) （通勤起因性〉

(4) （結論〉

4 控訴審における敗訴要因

1 I本件事故による心理

的負荷の評価

敗訴した要因として考えられる事項



ーーー一 ・ 『 ...一 ーーー 一一ー一 ー即時辺一一一 ・勾一一日目ーーー－ ..司 司直一－ -

［平成 26年度敗訴判決】

0 〔精神O〕平成．． 年．月．日 京都地裁判決

！キーワード：；左示指の一部切断、’適応障害

2 ＇判決要旨（国敗訴）
(1) （原告が催患じた精神障害〉

No. 14 



［平成 26年度敗訴判決］

張主＝国

点一違一相一な一主一の一決
T

リ－
出
↑
一と一

宮

E

－

司氏
J
E

主一の一国ア3
「

1 I；本件事故に

よる心理的

負荷の強度

4 敗訴要因

1 l；本件事故による心

理的負荷の強度の

評価

敗訴した要因として考えられる事項



［平成 26年度敗訴判決1

0 （精神障害〕平成圃年圃月．日東京高裁判決国逆転敗訴（確定）

キーワード：労災請求の約 12年前に発病した精神障害、

2 控訴審判決要旨（国逆転敗訴）
(1) ＜判断枠組み＞

( 2) ＜発病時期＞

(3) ＜本件疾病の業務起因性＞

No. 15 



｛平成 26年度敗訴判決］

3 国の主張と判決の主な根違点

1 I融資金の回

収に係る出

来事の心理

的負荷の強

度

4 敗訴要因

11寛解（治ゆ）・再発

の検討

21発病前6か月間の出

来事の調査

国主張（一審判決）

敗訴した要因として考えられる事項



［平成24年度勝託判決］

0 げの他2）平成圃唱R園日静岡地裁判決

キーワーiご：社員旅行の業務遂行性

2 判決葵債

e 1 J ＜判断枠組み〉

、

·~. 

(3 

No. 16 



(4) ~社員旅行のj業務遂行性についてY

(5) ＜相当因果関係〉

3 勝訴要因

11業務の過重
a性

［平成24年度勝訴判決】

( i 宇 i

ノ



＼ 

【平成 24年度勝訴判決］

O 〔脳心1〕平成圃圃年．．月・園田町東京高裁判決 国逆転勝訴｛原告上告畏連申立町
（平成．． 年圃月．．日東京地裁判決国敗訴国控訴） 。 ， 

('2）控訴審判決（国逆転勝訴）

No. 17 



【平成 24年度勝訴判決】

原
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盟
ご
和
は
樹
鵬
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笹

本

因

の

動

の

可
ム

勺

u

21発症前6か月より前の
過重伎を評価、・疲労

の解消により「脳動
脈癌jは改善しない



キーワード．発疲前6か月より前の長時間労働、疲労の回復

2 判決要旨 4国勝訴）
(1) ＜判断枠組み〉

【平成24年度勝訴判決】

No. 18 



3 3券訴妥国

11勤務時間管理の状況

21発症前6か月間よ9

前の長時間労働の評

価

［平成24年度勝訴判決］

f、1

．国の主張が認められたポイント



2 4可決要旨（国勝訴）
(I) （判斯枠組み〉

【平成 24年度目害訴判決］

No. 19. 



【平成24年度勝訴判決】
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［平成26年度勝訴半IJ決1

0〔熱中症〕平成・圃年．月．．白福岡地裁判決国勝訴（控訴審係争中）

！キーワ←ド：熱中症、狭心症

2 判決要旨
(1) （判断榔Eみ〉

No. 20 



［平成26年度勝訴判決】

3 勝訴要因

日孟時間 国の主張が認められたポイント（主張主主宙船



ー〔平成2・4年度敗訴判決1

0 〔脳心2〕 平成．． 司圃月・圃日 東京地裁判決国敗訴（一審議定）

Iキーワード：時間外労働時間数80時間以内、精神的緊張

2 判決要旨（国敗訴）

( 1) ｛判断枠組み〉

〆

、

' 

_(3) ｛業務起因f童会

張主

点
＝
国

違一相一な一主一の一決一リ
r

ゆ
忠
S

一
長」一張一主一の一国「

つu

1 l労働時間の’

事実認定

, . 

N o. 21 



ZI精神的緊張

4 敗訴要因

1 I精神的緊張

の評価

21出血病巣の

特定及び日

スクフアク

タ一等

【平成 24年度敗訴事j決］

'i 

敗訴した要因として考えられる事項



【平成24年度敗訴判決｝

0 〔脳心3〕平成田園司圃月．．臼

キーワード：心房絢動、上腸間膜動脈閉星室、不整脈による血栓の形成

2 判決要Ui'f（園敗訴）

( ( 1 ) ＜判断枠組み戸

＼｛ 

l I；本件におけ

る上腸間膜
動脈虚血の
原因と考え
られる疾病
①上腸間膜

No. 22 



動脈塞桧症

21同
②上I腸間膜

動Jlftdn.桧疲

』 31同

③慢性腸間
膜虚血

・4 敗訴要因

日孟の業
務内容に係
る主張

21本件疾病の，

発症原因

［平成24年度数訴判決］

( 
' . 

， 

、



【平成24年度勝訴判決］

ーワ－｝＇.＇士宮扇 fJ.まん性繭麗函厚による肺機能障害、%肺活量の涯と言語扉盃事薬分圧
の伎との不整合

No. 23 



3 勝訴要因

ih種検査データから
航機能ti＞良好であった
ことを主張したニと

［平成 24年度勝訴判決］

( 



【平成25年度勝訴判決］

O 〔石綿 1J平成．． 年目月．．日 宮崎地裁判決国勝訴（控訴審I ~哩」「

W-?-t=：欄姉、顕微鏡的多発血管炎

2 判決姿旨（国勝訴）
( 1 ) ＜石綿肺の検討〉

No. 24 



争勝訴要因

］ 石綿への職

業ばく露の
程度

21石綿肺の否
4 定

［平成25年度勝訴事j決】



．【平成25年度勝訴事j決】

0 〔石綿2〕平成・圃年．月．．日

lキーワード：硝肱間質性肺炎

2 判決要旨（国勝訴）

( 1 ) ＜石綿Iま〈露の程度〉

No. 25 



( 3) （；業務起間性〉

( 4) （訴訟における主張の範囲〉

3 勝訴要因

1 I石綿ばく露の
濃度

2 I ；伝綿姉の否
定

【平成25年度勝訴判決】

f、

J 

国の主張が認められたポイント（主張、在拠）



［平成 25年度勝訴判決1

0 〔石綿 1〕平成圃司．月．白神戸地裁判決国勝訴（控訴審係争中）

lキ－－.r:フード：石綿肺がん、胸膜ヲラーク

イ〈石綿Iまく露作業従事期間〉

ウ〈肺肉に胸膜プラークが認められるか否か〉

No. 26 



L干 以 乙 b ヰ反服部干日決』

エ〈胸膜プラータカ惇在する高度の蓋然性を基礎付ける事情の有無〉

オ〈まとめ〉

3 勝訴婆図

11業務起因性

（平成 18年基準）

21被告からの鑑定申 E

立（胸膜プラーク

所見）

国の主張が認められたポイント（主張、証拠）

、



【平成25年度敗訴判決］

0 〔石綿1〕平成．唱月

！キーワード：確定診断のない中皮歴

' 

2 判決要旨（箇敗訴）

( 1 ) （判断枠組み〉

張主－国

点一逮一抱一な一主一の一決
「

e

判
一

介』一張一主一の一国
ナ

q
u
 

1 I 2定状

No. 27 



2IC T画像

31胸水細胞診

4 IE街水中ヒア
ノレロン酸値

4 敗訴要因

1 I 医学的な判
断について
の裁判官の
心証形成

2 I確定診断の
ない事案

【平成25年度敗訴判決】

f、

敗訴した要因として考えられる事項



I , 

2 判決要旨（国致訴）

( 1 ) ＜判断枠組み〉

( 2) （業務起因性〉

［平成24年度敗訴判決】

No. 28 



【平成24年度敗訴判決］

3 国側主張＆判決との相違点J

1 I亡夫の検査

商イ象所見上、

胸膜プラー

ク所見の記

2・ 

・I裁がないこ
とについて

プラークの

所見につい

で

4 敗訴の要因分析

I・ I胸膜プテ｝

クの有無の

確認

21石綿ばく露

の状況

’ 国側主張

敗訴t...た要因として考えられる事項

( '1 > 

' 

.1. 



I 

［平成 24年度敗訴判決】

iキーワード ： ブレーキライニング交換作業、石綿鮪・ 1

1 事件の概要

2 判決要旨（国敗訴）
( 1 ) ＜判断枠組み〉

張主＝国
点一

唱曲目一裕一な一主一の一決一i
r
 

中
で
「

ル」一張一主一の一国一
円

d
「

11石綿ばく露

状況

No. 29 



21じん締法に
よる胸部X線
の像

31肺機能障害

41石綿肺

4 数訴要因．

11石綿ばく露状況

21原告主張への反論

［平成 24年度敗訴半I］決］

、
〆、1

一



［平成25年度敗訴判決］

lキーヲ三下二 講師がx:クリソタイ）じ扇蚕扇ぼく露

2 判決要旨.（控訴審｝｛国敗訴・確定）
ア〈平成j8年認定基準と平成19年補償課長通知〉

No. 30 



ー｛平成 25年度敗訴判決】

オ〈業務走塁因伎に関する補充判断〉

張主国

点一違一相一な一主一の「決一日目
出
寸
一と一張一主一の一国一q

u
F
 

11業務起因性の*11
断基準

21石綿ばく露状況

4 敗訴原因

ノ



／
 ｛
 

／
、

【平成25年度勝訴判決］

0 C脳機能障害1〕平成：.年園周回目白
（平成・・年．．月・園日

1 事件の概要

N o. 31 



【平成25年度勝訴判決】

(4) ＜控訴人の自覚症状〉

(6) (WH O基準との関係〉

11事故の態様から、
控訴人がMTBI
を発症したとは言
えないこと

21自賠責報告書の
提出

31本件事故後の痘
状経過から、控訴

l 人がMTBIを発

症したとは言えな
U、とと

「一
t



I 

0〔脳機能障害3〕平成圃年圃月園田

（平成田園年圃月圃圃悶

iキーワード：高次脳機能障害、 MTBI

1 事件の概要

2 .!j!IJ決要旨

( 1）千藩判決（国勝訴）

ア 4原告の症状〉

イ〈本件事故と原告の症状との因果関係〉

［平成25年度勝訴判決】

No. 32 



ウ〈結論〉

(2）控訴審判決〈留勝訴〉

3 勝訴要因

日元：故の
程度

2 I~意識障害の
有無

31症状の経過

【平成25年度勝訴判決］

( 



／ 

【平成25年度勝訴判決1

0 〔脳機能障害1〕平成．．年．．月．．日 東京高裁判決国勝訴（二審議定）

（平成圃l圃年圃・月圃・回 東京地裁判決厨勝訴~~与帥量

iキーワード：高次脳機能障害

1 事件の概要

2＇判決要旨（控訴審（一審判決の引用を含む））（国勝訴）

( 1 ) ＜高次脳機能障害の判断基準〉

No. 33 



【平成25年度勝訴判決】

3 勝訴要因

1 I本件事故と

控訴人の症

状との因果

関係は認め

られないこ

と

21高次脳機能

障害の判断

基準として、

「支援の手

引き」の診断

基準を示し

たこと

、
, 

（
 



【平成 24年度勝訴判決1

0〔その他1〕平lit.年圃園月．日広島高裁岡山支部判決恩勝訴（二審確定）

（平成．．年圃月圃圃日岡山地裁判決国勝訴原告控訴｝

1 事件の概要ー

2 判決要旨〈国勝訴〉

( 1〕〈判断枠組み〉〔原審、授訴事苦〕

No. 34 



【平成 24年度勝訴判決I

( 3）療養上の相当性〔原審、控訴審〕

( 4）脳脊髄液減少症穣患の有無〔控訴審〕

J j 

t ’ 

3 勝訴要因
国の主張が認められたポイント

11医学意見書i

2 1事故による衝撃



， 

【平成 25年度敗訴判決1

0 E漏出症1J平成圃年齢圃臼和歌山地裁判決闘敗訴（控訴審係争中｝

1キーヮζ ドτ扇蚕極東語語表、四歳麻藻

2 判決要旨（周敗訴）
(1) ＜脳脊髄液漏出症の発症の有無〉

No. 35 



3 厨の主張と判決の主な相違点

I I I・ . 国主張
i エ｜脳脊髄液漏 lーー「

出症の発症

の有無

2¥ 原告の症状

と本件災害
との関の因

果関係

3＼原告の障害

等級

4 敗訴要因

日孟漏出症及ぴ
原告の症状に関する

主張

【平成25年度敗訴判決】

／、



【平成25年度勝訴判決］

( 2) （受動喫煙症診断基準〉

・No. 36 



( 3) ＜業務起因性〉

3 勝訴要悶

1 I受動喫煙症

診断基準が

確立した知

見でないこ

と

21平均的労働
者からみて

症状発症の

危険性があ

ったとはい

えないこと

【平成25年度勝訴判決］

( '; 
ノ

国の主張が認められたポイント（主張、証拠）



キーワード
1 事件の概要

2 判決要旨
( 1) ＜判断枠組み〉

( 2）く受動喫煙の程度＞

.(3) ＜受動喫煙と本件疾病発症との厨果関係＞

［平成 26年度勝訴判決］

国勝訴（ ） 

No. 37 



［平成26年度勝訴判決｝

(4) ＜カーボンインクの気化物質と本件疾病発症との因果関係〉

(5）くまとめ＞

3 勝訴要函

訂妄高iji煙による肺がん

の発症リスクに係る医

学的知見は確立されて

いないこと

21遺伝要因による姉がん

発症の可能性があった

こと



， 

【平成 25年度勝訴判決］

0 I化学物質過敏症2〕平成置咽圃月園日大阪高裁判決国勝訴（確定）．．年．． 
一一軍関 画一一一「
Iキーワード； トルエン、化学物質過敦症

2 判決要旨
(1) 一審判決（国勝訴）

ア〈原告らが化学物質過敏症を発症したか否か〉

No. 38 



【平成 25年度勝訴判決】

イ〈トルエン暴露と原告らの疾病との聞に相当因果関係が認められるか否か〉

（わ 控訴審判決（国勝訴）
ア〈化学物質過敏症発症の有無及び控訴人らの疾病とトルヱン暴露との因果関係〉

・圃圃圃・・・・・・・
イ〈控訴審における控訴人らの補充主張に対する判断〉

3 勝訴要因

日孟指針値



2 判決要旨.E国勝訴）

( 1 ) （判断枠組み〉

【平成24年度勝訴判決］

No. 39 



【平成2 4年度勝訴判決】

( 
， 

負
る
と
に
も
え

に
か
主
務
た
い
ケ

図
一
一
等
か
を
業
、
し
は
ム

婆
一
一
肢
の
業
る
事
と
い

麟
工
は
鐙
作
す
従
の
な

ーん

。。

21 原告側の医
師の意見が
原告の状況
を踏まえた
ものではな
く具体的な
根拠を欠く
こと



f平成 24年度敗訴判決］

キーワード・上肢障害（頚維症性脊髄症）、腰痛、鉄製工具の形状と作業詮議による負荷

、
2 判決要旨（国敗訴）

'( 1) （判断枠組み〉

( 

張主

点
一
国

遼一－
相一な一主一の一決一1

「

＊す一
シ」一張一主一の一国

f

q
u
 

1 l上肢障害に

関する過重

性の事実認

定

No. 40 



21腰痛に関す

る過重性

4 敗訴要因

II鉄製工具の a・

形状による

重量負荷・

作業態様に

よる負荷の

事実認定

【平成 24年度数訴判決r

( 



［平成25年度敗訴判決］

！キーワード： 頚清腕障害、上肢等への負担

1 事件の概要

2 判決要旨（国敗訴）

( 1 ) （判断枠組み〉

張主国

点一逮一抱一な一生一の「決－
d
u
g

－
 

出？－
L」一猿一主一の一毘

T

n
d
r
 

1 I上放さ事iと負
抱のかかる
作業

No. 41 



21発症時期

4 敗訴要因
「一一一γ一一ー－
1 I上肢等に負

担のかかる
作業

21傷病名の特
定と発症時
期

【平成2 5年度敗訴判決］

(! 

． 



！キーワード：臆板断裂、 iJl¥E!リの効果

1 事件の概要

2 判決要旨（国敗訴・確定〉
( 1) ＜判断枠組み〉

( 2.) ＜治療経過白（事実認定）〉

(3）くり八ピリ治療の改善可能性〉．

No. 42 



3 闘の主張と判決の主な相違点

II Pハピリ治

療の効果

4 敗訴要因

I ．国主張

.11局医等意見の未徴収

21応訴方針の検討不足

（私病の調査）

｛平成 25年度敗訴判決］

「7



［平成 25年度勝訴判決r

0 〔腰痛1〕平成．．年・E月圃．回 大阪高裁判決国勝訴（上告受理申立中）．「四百回一一向「
lギーワード r身体障害を有する労働者、平均的労働者基準l

2 控訴審判決要旨（国勝訴）
(1) （一審判決からの引用〉

No. 43 



(2) ｛控訴審における控訴人の主張氏対する判断〉

3 勝訴要因

1控訴人の身体障害の
程度

［平成25年度勝訴判決】

、

( l 



1 事件の概要．

2・ 判決婆旨（国敗訴），．
( ( 1) 

(2) 

、，

3・薗側主張と判決との相違点

No.ヰ4



4 敗訴の要因分析

I l ー←~＂
I 11末梢循環機能り検査

.• l結果についての評価

2l!iiii:権疾患の検証

〔1



［平成25年度勝訴判決］

O〔糊組1〕平成．年圃月園田福岡高裁判決国勝訴（二審醍）

（平成a・年・E月薗薗民福岡地裁判記長国墜訴（原告控訴））

｜キーワード：労働者性、－墾艶白色J

1 事件の概要

2 判決要旨（控訴群lj):k:)

( 1）労働割全の判断

(2）控訴人の主張に対する判断

No. 45 



3＇勝訴要因

1 I業務彰前穆の有無に関

する主張

，偽

【平成25年度勝訴判決］

国の主蜘t認められたポイシト住張、過魁



〆

2. 判決薬旨 、，

( 1 ) ＜判断枠組〉

、に

( 3) （結論〉

N＇ο. 46 



3・ 局側主張と判決との畑違点‘！’

卜・：人 目”国側主張ー－－
1経営者 C:ーー一一十
の一体性；

4 敗訴の宴因分析

I I 
』 l本社課長の権限



ぐ

r~成 2 5年度勝訴判決］

国勝訴（よ資受理申立中〉
珪.. v』

lキーヮ－ ~ ：・：著しわ長房間労傾；優蚕骨髄性白扇扇、言蚕乙b憂蕊荏語語扇

2 控訴審判決要旨
く一審判決各以下のとおり引用〉
ア〈業務の過重性〉

No. 47 



3陣盟
11 CMLの発症・増悪

lと対する過重労働等の
ストレスの影響、

21認定基準がない疾病
は、一般原則により業
務起因性を判断すでべき
こと

【平成2 5年度勝訴判決】



＼ 

［平成25年度勝訴判決1

0 E認定義準外2〕平成量年圃月園田東京瀦裁判決国勝訴（上傍受理申立て中〉

（平成田・年.Jil・・日
. lキーワード：原発桂E干が瓦ご事耳函張

2 控訴審判決要旨
く一審判決を以下のとおり引用〉
ア〈症状経過〉

No. 48 



【平成25年度勝訴判浜】

工l中国への出張業
務の過霊峰

1
・

／
t
g
J
 

3 

21亡夫の死亡原因



［平成24年度勝訴判決］

0 Eその他5〕平成田年．月圃回大阪地裁判決国勝訴（控訴審係争中）

2 判決要旨℃富勝訴）
(1) ｛ジアニ令ジジと本件疾病との図築関係〉

No, 49 



3 勝訴要因

1 l化学物質の爆録と本

件疾病の因果関係

【平成24年度勝訴判決］

｛！ 
、〆



一－ f平田成－－2.－万年度勝首判汐n---

0〔その他］平＇ffll;.年圃月．．日 大阪地裁判決国勝訴（控訴審係争中）

！キーワード7糖尿病、長時扇労働

1 事件の概要

2 判決要旨（国勝訴）

α）〈判断枠組み〉

（の〈業務起因性〉

No. 50 



ーーー→ー一一 f平百JGz-·a-年度勝訴判－~－l 一一

3 勝訴要因．

11本件疾病発症の相

対的に有力な原因

国の主張が認められたポイント（主張、註拠）



【平成 24年度勝訴判決］

2 判決要旨

( 1 ) .東京地裁 E平成・E年圃月•s c国勝訴）〕

ア〈判断枠組み〉 一一

No. 51 



【平成24年度勝訴判決1

. (2）東京高裁｛平成．． 主主．月園田（国勝訴）〕

アイ判断枠組み（労災保俊制度の趣旨）〉

ー、，，
 

l
 

ウ｛平均賃金の算定〉

3 勝訴吾妻因．

1 Iこれまでの判決例Ii:
基づく労災保険制度

と個別使用者責任の

関係の主張

'・21・官殺の源闘がJ叫土の
松長の叱賛であるこ

との主張



【平成25，年度勝訴判決］

0 C二重就労1〕平成圃咽咽・日東京高裁判決国勝訴〔上告躍的中）

（平成圃年圃月園田東京地裁判決国勝訴店時控訴）

1 事件の概要

( 2) .（業務起因性の評価手法〉

No. 52 



( 3) ＜本件災害における業務起因性〉

1 I複数の事業
場に勤務し

ている労働
者に対する
災害補償資

佳の所在

［平成25年度勝訴判決】

「、



fキ「ワ「＝i:=---t石扇語と急性心筋犠E盤、治療機会の喪失 l

2 判決星要旨（国勝訴｝

( 1.) ｛判断枠組み〉

ミ

【平成25年度勝訴事j決］

No. 53・



(6）じ己扇カテー子JI.)様蚕正治療緩蚕b喪失？

(7）（語吾判断〉

3 勝訴婆国

1 I 1ユん肺と心筋梗
塞の発症との因
果関係

21心臓カテ」テノレ
J検査の！） ..？＇ク

【平成25年度勝訴判決】



0 （その他3〕平成圃年圃月薗日

（平成．． 年圃圃月．．日

［平成24年度勝訴判決］

菌逆転勝訴仕組理申立中J

国敗訴 b国控訴）・

ιN 0. 54 



3 勝善幸運雪国ハ
ー十三顧扇要旨
1 I労災犠償給付支

給決定の事実直

体はよ当言語事業
場の社会的評価

の低下lと結びつ

かなu、

【平成24年度勝訴判決】、

く）



［平成26年度勝訴判決］

0 f障害等級〕平成田園年国月．園田

No. 55 



(4）くまとめ＞

4 勝訴要因

l [DVD映像の証拠提出

21原告が提出じた医師の

意見書が判断線拠とし

た検査が、信頼性が低

いものであったこと

［平成。26年度勝訴判決］

国の三主張が認められたポイント



［平成2.6年度勝訴判決］

0 〔時効〕平成圃年置月園日

lキーワード：騒音性難聴、時効の起算点 i

2 判決要旨（国勝訴）
( 1) 〈判断桝;fl_，み梢滅時効の起算剥〉

No. 56 



【平成26年度勝訴判決】

3 勝訴要因

1百一 国の主張が認められたポイント
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i.Jm訴訟を意識した処分

訴訟を意識した処分の必要性 己竺
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福岡 労働局

1 訟務処理体制について

①応訴方針検討会議の出席者（役職名、人数）

・役職 労災補償課長、臓業病認定調査官、労災補償訟務官
・人数 4名

②法務局協議における出席者（役職名、人数）

・役職 職業病認定調査官、労災補償訟務官
・人数 3名

2 訴訟追行体制について

①期日への出廷者（役職名、人数）
B・役職 織業病認定調査官、労災補償訟務官
・人数 3名
※原則3名が出廷しているが、事件によっては、労災補償課長も出席してい
る。

②進捗状況の把握園管理は、誰がどのように行っているのか。

巨日

‘労災補償課長は、訟務係が毎月作成する資料！こ基づき、毎月末の事体存薮
及び各事件ごとの進捗状況を把握するとともに、必要に応じて、労災補償課内
での協議酬検討を行っている。

3 準備書面案の作成について

①法務局に提出するまでの確認（決裁）者
1 担当官時訟務係｛担当宮以外）功労災裕償課長

②準備書面案の作成に当たり、苦慮している点、問題点



4労災法務専門員の活用について

①労災法務専門員への相談回数（出張相談を含む）（月O回程度）

②労災訟務において、どのような場面で活用しているか。（応訴方針検討、

準備書簡作成への助言、敗訴判決の検討、その他（具体的に））

5医学意見書作成を依頼できる医師の確保のために工夫したこと、

苦慮したこと

2 



佐賀 労働局

1 訟務処理体制について

①応訴方針検討会議の出席者（役職名、人数）
局ー労働基準部長、労災補償課長、労災補償監察官（3遍）
箸ー署長、労災課長、労災認定調査宮（3名）

②法務局協議における出席者（役職名、人数）
労災補償課長
労災補償厳察官
2名

2 訴訟追行体制について

①期日への出廷者〈役職名、人数）
｜労災補償課長
！労災補償監察官
12名

②進捗状況の把握・管理は、誰がどのように行っているのか。
I期日終了後、局長については、経過報告等により文書で報告。
労働基準部長に対しては、期日終了後、労災補償課長が口頭復命後、経過報
告等により文書で報告。

3 準備蓄商案の作成について

①法務局に提出するまでの確認（決裁）者
労働基準部長
労災補償課長
労災補償監察官

3 



4 労災法務専門員の活用について

①労災法務専門員への相談匝数（出張相談を含む）（月O回程度）

②労災訟務において、どのような場面で、活用しているか。（応訴方針検討、

準備蓄菌作成への助言、敗訴判決の検討、その他（具体的に｝）

5 医学意見書作成を依頼できる医師の確保のために工夫したこと、

苦慮したこと
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長崎 労働局

1 訟務処理体制について

①応訴方針検討会議の出席者（役職名、人数〉

労働基準部長、労災繍償課長、労災管理翻整官、労災監著書官2名、（＋内容により戦業病認
定調査官） 合計5～6名
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②
「

2 訴訟追行体制について

①期日への出廷者（役職名、人数〉

労災補償課長、労災管理調整官、労災監察官2名、（＋内容により職業病認定調査官）
合計4～5名

②進捗状況の把握・管理は、誰がどのように行っているのか。
』期日前、期日後については、選任弁護士、法務局職員及び当局出廷者（上記斗～5名）で打王一
せを行なっており、以後の準備蓄商、書官正等の準備日程について険金員が把握している。
進捗状況については、労災補償課長が鰐援・管理しており、日程に従って事前に口頭にて確

認がなされ、また、随時、担当監察官より準備蓄面案等について都内関係者ヘメール等による
校正依頼等を行っている。
なお、担当監察官においては、月次の諜員会議にて進捗状況、今後の日程等について報告を

行ない、課内での情報共有も図っている。

3 準備書簡案の作成について

①法務局に提出するまでの確認（決裁）者

労働基準部長、労災補償課長、労災管渓翻整官、労災監察官、（＋内容により職業病認定調
査官）
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4労災法務専門員の活用について

①労災法務専門員への相談回数（出張稲談を含む）（月O回程度）

②労災訟務において、どのような場面で活用しているか。（応訴方針検討、

準備蓄菌作成への助言、敗訴判決の検討、その他（具体的に））

5 医学意見書作成を依頼できる医師の確保のために工夫したこと、

苦慮したこと
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熊 本労働局

7 訟務処理体制について

①応訴方針検討会議の出席者（役職名、人数）
自労災補償課長、監察官2名（医療監察官が担当する場吾二麗頭宣察官を蚕
めて4名）

②法務局協議における出席者（役職名、人数）
労災縛償課長、~察官2名（医療監察官が担当する場面；E察官T者1三蚕あ

り医療監察官を含めて3名）

2 訴訟進行体制について

①期日への出廷者（役職名、人数）
労災補償謀長、監察官2名の合計3名
医療監察官が担当する場合、医療~察官と致察官1 名となり合計3名

②進捗状況の把握・管理は、設がどのように行っているのか。
労災補償謀長と監察官は常に情報共有し、労災補償課課長が進捗状況を菅

理している。
また、労災補償課長｛土、基準部長に対して進捗状況を随時報告し必要な指

示を受けている。

3 準備書商案の作成について

①法務局に提出するまでの確認（決裁）者
t 労災補償課長、監察官2名（医療監察官が担当す石場合コ茎夜藍察官を含
めて4名）

②準備書面案の作成に当たり、苦慮している点、問題点

7. 



4 労災法務専門員の活用について

①労災法務専門員への相談回数（出張相談を含む）（月O回程度）

②労災訟務において、どのような場面で活用しているか。（応訴方針検討、

準備書簡作成への助言、敗訴判決の検討、その他（具体的に））

5 医学意見書作成を依頼できる医師の確保のために工夫したこと、

苦慮したこと

8 



大分 労 働 局

1 訟務処理体制！ごついて

①応訴方針検討会議の出席者（役職名、人数）
I課長、調整官、監察官2名、訟務官の計5名

②法務局協議における出席者（役職名、人数）l…官の2名

2 訴訟追行体制について

①期日への出廷者（役職名、人数）「長問の2名

②進捗状況の偲握岡管理は、誰がどのように行っているのか。
I法務局等との打ち合わせ内容を踏まえ、労災補償課長が随時、進捗状況を言語
務官に縫認し、必要な指示を行っている。

3 準備書面案の作成について

①法務局に提出するまでの確認（決裁）者

「！②準備書面案の作成に当たり、苦慮している点、問題点
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4 労災法務専門員の活用について

①労災法務専門員への相談回数（出張相談を含む）（月O回程度）

②労災訟務において、どのような場面で活用しているか。（応訴方針検討、

準備書面作成への助言、敗訴判決の検討、その他（具体的に））

5 医学意見書作成を依頼できる医師の確保のために工夫したこと、

苦慮したこと

nHυ ー



宮崎労働局

1 訟務処理体制について

①応訴方針検討会議の出席者（役職名、人数）
I労災繍償課長、労災監察官（担当援著書官）

②法務局協議における出席者（役職名、人数）

l""J;ll!融ー2名

2 訴訟追行体制jについて

①期日への出廷者（役職名、人数）

「一一2名

②進捗状況の把握a管理は、誰がどのように行っているのか。
I 法務局、顧問弁護士と今後の方針等について随時打合せを行っているが、
労災補償諜長は、被告主張をするに当たり、医学的意見容の補強や準備著書面
作成等の内容について監察官に指示を行い、進捗状況の管理を行っている。

3 準備蓄面案の作成について

①法務局に提出するまでの確認（決裁）者
労働基準部長、労災補償課長、労災~察官2名

11 



4 労災法務専門員の活用について

①労災法務専門員への相談回数（出張相談を含む）（月O回程度）

②労災訟務において、どのような場面で活用しているか。（応訴方針検討、

準備書商作成への助言、敗訴判決の検討、その他（具体的に））

5 医学意見書作成を依頼できる医師の確保のために工夫したこと、

苦慮したこと
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塵盟皇労働局

1 訟務処理体制について

①応訴方針検討会議の出席者（役職名、人数）
目労災補償課長、労災管理調整官、労災監察官（2）、以五許ヰ末。

②法務局協議における出席者（役職名、人数）
労災補償課長、労災監察官（2）、以上計3人。

2 訴訟追行体制について

①期日への出廷者（役職名、人数）
労災補償課長、労災監察官（2）、署課長（若しくは署次長）、以上計4人。

②進捗状況の把握闘管理は、誰がどのように行っているのか。
l 事件ごとに担当監察官を決めており、労災補償課長の管理のもと、事件ごと
の進捗状況を把握している。事件数が多いときには、労災医療監察官にも担
当させたことがある。

3 準備書面案の作成について

①法務局に提出するまでの確認（決裁）者
局長、労働基準部長、労災補償課長、労災管理調整官。

②準備書面案の作成に当たり、苦慮している点、問題点

13 



4 労災法務専門員の活用について

①労災法務専門員への相談回数（出張棺談を含む）（月O困穏度）

②労災訟務において、どのような場面で活用しているか。（応訴方針検討、

準備蓄菌作成への劫言、敗訴判決の検討、その他（具体的に））

5 医学意見書作成を依頼できる医師の確保のために工夫したこと、

苦慮したこと
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沖縄 労働局

1 訟務処理体制について

①応訴方針検討会議の出席者（役職名、人数）

労災補償課長、地方労災補償監察官3名 計4名

②法務局協議における出席者（役職名、人数）

労災補償諜長、地方労災補償監察官1名 計2名

2 訴訟追行体制について

①期日への出廷者（役職名、人数）

労災補償課長、監察官2名、~督署労災課長 計4名

②進捗状況の把握・管理は、誰がどのように行っているのか。

労災被償課長において、作業スケジュールを管理し、進捗状況についてその
都度報告を行っている。また、応訴方針等が答弁書、準備書簡に反映さされて
いるか決裁により確認が行われている。

3 準備蓄函案の作成について

①法務局に提出するまでの確認（決裁）者

準備書面禁を作成後、本省労災保険審理主主における確認を経て、労災被倹
課長、基準部長、局長の決裁後、法務局へ提出している。

②準備書簡案の作成に当たり、苦慮している点、問題点
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4 労災法務専門員の活用について

①労災法務専門員への棺談回数（出張相談を含む）（月O回程度）

②労災訟務において、どのような場面で活用しているか。（応訴方針検討、

準備書簡作成への助言、敗訴判決の検討、その他（具体的に））

5 医学意見書作成を依頼できる医師の確保のためにヱ夫したこと、

苦慮したこと
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＇~ 
訟務担当者ブ、口ック研修協議事項（九州ト沖縄ブbック）

（福岡）
労働局

（福岡）
労働烏

2 

（宮崎） I 1 
労働局

（宮崎） I 2 
労働局

議題

提案
理由

議題

提案
理由

議題

提案
理由

議題

提案
現由

障害等級認定及び業務上外に係る判断枠組みについて

脳・心及び精神事案については、認定基準、専門検討

委員会報告書等があ定り、及判び断業枠務絡上み外がに明関確しでてあはる、。
しかし、障害等級認 「労災1

保険給付事務取扱手引」（平成25年10月改訂分15ペー
ジ6業務上外の篠認）において、「業務災害及び通勤災害

認定をのも理っ論てと訴実訟際に」が削除2されており、どのような判断枠
組み 対応しているのか、他局の状況等に
ついて確認したい。

労策補償業務に係る法務局への用語の説明について

法務局から労災補償に係る「負傷」、「疾病」、「傷病」、
「高次脳機能障害J等々の用語の説明を求められること
が多く、用語の解説書的なものがあれば、訴訟関係業務
の円滑化につながるものと思われるが、他局の状況等に
ついて確認したい。


